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定款の変更に関するお知らせ 

 
 平成 18 年 5 月 25 日の取締役会において、「定款一部変更の件」に関し、平成 18 年６月

29 日開催予定の第 38 回定時株主総会において、下記の通り付議することを決議いたしまし

たので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１．変更の目的 
（１） 平成 18 年５月１日の「会社法」（平成 17 年法律第 86 号）施行に伴い以下の通り変

更するものであります。 
①  第４条：会社の機関として、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を置く

ことを定めるものであります。 
②  第５条：公告閲覧の利便性の向上及び費用の節減のため、公告方法を電子公告に

変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができな

い場合の措置を定めるものであります。 
③  第７条：株券を発行する旨を定めるものであります。 
④  第 10 条：単元未満株式の管理の効率化を図るため、その取扱いを定めるものであ

ります。 
⑤  第 11 条：名義書換代理人が株主名簿管理人と名称変更されたため、これを置くこ

とを定めるものであります。 
⑥  第 14 条：株主総会の開催場所を群馬県に定めるものであります。 
⑦  第 15 条：定時株主総会の基準日を定めるものであります。 
⑧  第 17 条：株主総会参考書類等の記載事項の一部をインターネットにより開示する

ことを可能にする旨を定めるものであります。 



⑨  第 19 条：代理人による議決権の行使について、代理人の数を定めるものでありま

す。 
⑩ 第 28 条及び第 36 条：取締役及び監査役の報酬等の位置付け及び決定方法を定める

ものであります。 
⑪ 第 29 条及び第 37 条：取締役及び監査役の職務執行における填補責任の範囲を明確

化するため、法令で定められた職務執行の対価として受け又は受けるべき財産上の

利益の１年当たりの額（以下、「職務執行の対価及び財産上の利益」という。）の代

表取締役は６年分、代表取締役以外の取締役（社外取締役を除く。）は４年分、監

査役は２年分を、責任を負う額から控除して得た額を限度として、取締役会の決議

によって、責任を免除することができる旨を定めるものであります。また、独立性

の高い優秀な人材を確保するため、社外取締役及び社外監査役との間で、職務執行

の対価及び財産上の利益の２年分の範囲内に責任を限定する契約を締結すること

ができる旨を定めるものであります。なお、変更案第 29 条につきましては、監査

役の全員一致による同意並びに監査役会の決議を得ております。 
⑫ 第 39 条：毎年 3 月 31 日を基準日とする剰余金の配当の基準日を定めるとともに、

それ以外の日を基準日とする剰余金の配当が可能である旨を定めるものでありま

す。 
⑬ 株主総会、取締役会及び監査役会の議事録は、法令に基づき作成するため、現行の

第 15 条、第 23 条及び第 32 条を削除するものであります。 
⑭  監査役会の決議は、法令に基づき行うため、現行の第 31 条を削除するものであり

ます。 
⑮ 「会社法」の施行に伴う条文用語などの形式的な変更を行うとともに表現の変更及

び構成の整理等を行うものであります。 
（２） 第 23 条：新たに役付取締役に取締役相談役を定めるものであります。 
（３） 第 41 条：株主の皆様の利便性の向上を図るため、配当金の除斥期間を３年から５

年に延長するものであります。なお、当該変更に伴う配当金の支払につきましては、

第 38 期利益配当金からの適用となります。 
（４） その他、条数の変更及び字句の修正等所要の変更を行い、定款を整備するものであ

ります。 



株主総会及び取締役の

ほ く。






















